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一般社団法人芦別観光協会

【 】 【 】

【 】

（ ）

（ ） 【 】

（ ）

6,410,430商 品

科　　　目

73,764,398【 流 動 資 産 】

未 収 入 金 7,010,778

売 掛 金

前 払 費 用

90,520

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目金　　　額 金　　　額

未収法人税還付金

1,485,891

14,130

610,900

仮 払 金

【 流 動 負 債 】

2,368,700未 払 消 費 税

未 払 金

未 払 法 人 税 6,000

預 り 金 818,721

9,160,045

買 掛 金 3,724,176

（投資その他資産）

工 具 器 具 備 品 556,382

10,000

50,000

977,172

（有形固定資産） 917,172

60,000

現 金 及 び 預 金 58,141,749

車 輛 運 搬 具 360,790

出 資 金

差 入 保 証 金

【 固 定 資 産 】

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計 58,447,928

74,741,570

16,293,642

令和７年３月３１日現在

貸　 借 　対 　照 　表 

資 産 の 部 合 計 74,741,570

16,293,642

仮 受 金 216,000

負債の部合計

純資産の部

【 株 主 資 本 】 58,447,928

（ 利 益 剰 余 金 ） 58,447,928

繰 越 利 益 剰 余 金 58,447,928
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【議案第２号】

（単位：円）

67,078,127

売 上 総 利 益 176,682,407

【販売費及び一般管理費】

合　　　計 67,078,127

509,972

通 信 費

137,100

給 料 手 当

賃 金 手 当

報 酬

法 定 福 利 費

損 益 計 算 書

交 付 金 収 入

委 託 料 収 入

村 民 会 費 収 入

10,600,000

106,845,137

2,049,500

広 告 宣 伝 費

0

交 際 費

2,407,359

自　令和6年 4月 1日

協 会 会 費 収 入

至　令和7年 3月31日

売 上 原 価 67,078,127

49,918,367

39,643,911

440,000

1,046,000

66,129,008売 上

売 上 ( 他 ) 2,417,686

54,673,203売 上 （ 軽 ）

【 売 上 】

243,760,534

【 売 上 原 価 】

厚 生 費

研 修 費

12,752,643

442,831

退 職 金 613,000

印 刷 製 本 費

5,634,683

修 繕 費

457,820

飼 料

1,208,754

消 耗 品 費

3,547,325

旅 費 交 通 費

手 数 料

3,485,310

水 光 熱 費

1,364,838

燃 料 費

13,429,368

保 険 料

1,177,780

寄 付 金

628,480

保 健 衛 生 費

4,420,420

負 担 金

36,596

減 価 償 却 費

委 託 料 15,590,028

棚 卸 減 耗 損 29,487

8,000

696,844

賃 借 料 4,214,583
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確 定 法 人 税 等

当 期 純 利 益

4,786,184

1,313,400

6,000

3,466,784

営 業 利 益 3,094,007

1,692,177

税引前当期純利益

受 取 利 息

雑 収 入

33,813

1,658,364

公 租 公 課 10,362,550

中 間 法 人 税 等

【営業外収益】

雑 費 430,351 173,588,400

経 常 利 益 4,786,184
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自令和６年４月１日　至令和７年３月３１日　　単位：円

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 54,981,144 54,981,144 54,981,144 54,981,144

当期変動額

当期純損益金 3,466,784 3,466,784 3,466,784 3,466,784

当期変動額合計 3,466,784 3,466,784 3,466,784 3,466,784

当期末残高 58,447,928 58,447,928 58,447,928 58,447,928

純資産合計

株主資本

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

利益剰余金合計

利益剰余金

株主資本合計
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【議案第２号】

自　令和 ６ 年 ４ 月 １ 日

至　令和 ７ 年 ３ 月３１日

Ⅰ．この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

　１．資産の評価基準及び評価方法

　　①　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　ア　時価のあるもの

　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって

　　　　　処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

　　　　イ　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　　②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切り下げ

　　　　　の方法により算定）を採用しています。ただし、原材料は最終仕入原価法を採

　　　　　用しています。

　２．固定資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産

　　　　　定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（付属設備を除く。）

　　　　　並びに平成２８年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については

　　　　　定額法）を採用しています。

　　②　無形固定資産

　　　　　定額法を採用しています。

　３．引当金の計上基準

　　　貸倒引当金　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人

　　　　　　　　　　　　税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権

　　　　　　　　　　　　の回収可能性を勘案して計上しています。

　４．収益及び費用の計上基準

　　　　収益は実現主義、費用は発生主義の認識基準を採用している。

　５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　①　リース取引の処理方法

　　　　リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につ

　　　　いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

　　②　消費税等の会計処理

　　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

　　　　消費税法別表第三の法人で、特定収入割合による仕入税額の調整計算をしなけれ

　　　　ばならないが、特定収入割合は４．３％であるため調整計算不要。

　６．会計方針の変更

　　　　ありません。

　個　別　注　記　表　
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